
・食料品製造業などの業種から発生する食品廃棄物は産業廃棄物です。

・食品関連事業者は、食品リサイクル法に基づき減量・リサイクルに取り組むよう努めてください。

購入する（した）小売店に引き取りを
依頼するか、指定取引場所に直接持ち
込んでください。

産業廃棄物はコチラ
許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
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産業廃棄物に関する相談




